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愛媛県ＢＡ.５

医療危機宣言
※宣言期間を延長・対策を強化

令和４年８月２３日(火)～９月１６日(金)



「愛媛県ＢＡ.５医療危機宣言」
➢ 県内はお盆明けに感染が加速。８月以降の陽性者は５万人を超え、

全国上位レベルの極めて深刻な感染状況

➢ 陽性者の急増により、コロナへの対応だけでなく、医療全体にも支障が

生じつつある危機的状況

◆医療負荷の増大

○病床使用率は大きく上昇 41.6％（8/1時点）⇒ 71.5％（8/22時点）

○70歳以上の入院患者も増加 130人 （8/1時点）⇒ 209人 （8/22時点）

○救急車の出動や搬送困難事例も大幅に増加

※１日あたり出動件数（松山市） ７月：80件 ⇒ ８月：96件（8/15まで）

※１ヶ月の搬送困難事例（松山市）７月：14件 ⇒ ８月：17件（15日間）

「ＢＡ.５対策強化宣言」を延長・対策を強化

◆医療機関のマンパワーの低下

○重点医療機関を含む多くの医療機関で陽性や濃厚接触者となる

医療スタッフが急増し、人員不足が深刻化

（愛大病院で約70人、県立中央病院で約60人が出勤できず）

○医療機能に大きな影響。一般診療や救急医療への支障も
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○多くの医療スタッフが陽性あるいは濃厚接触者となり、
現場のマンパワーが大きく低下

➢一般病棟の閉鎖や縮小、手術の延期など診療の一部制限を

余儀なくされる状況が多数発生

➢マンパワーが低下する中、介助を要する高齢の患者が増加

現在のコロナの病床使用率60％は、１００％（満床）に近い状況

○発熱外来は混雑が続き、救急を含め医療アクセスに支障が
生じている。適正受診にぜひ協力を

➢診療枠が一杯で、１０か所目で受診できるケースも

➢松山市では、お盆には全ての救急車が出動する事態に

コロナ以外も含め、搬送困難な事例も増加

○医療提供体制の維持は限界に近い。ここ１～２週間が山場
県民の皆さんは、危機感を持ち、人との接触を避ける行動を

県医師会長・愛大病院長の会見（8/20）内容
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◇感染を減らすための行動変容

県民の皆さんへの要請①

○一人ひとりが感染対策を強めて

○人との接触の機会を減らすため自ら行動制限を

○人と会う予定や出かける予定はできるだけ延期を

◇更なる対策の強化

①会食ルールの強化
➢同一テーブル４人以下、テーブル間の移動なし

概ね２時間以内、認証店を推奨

②イベント対策の徹底・強化
➢県が関与する集客イベント等は、ワクチン接種又は陰性の

確認など感染対策の徹底を前提とし、規模の縮小や内容を

見直し。可能なものは延期や中止

➢市町や民間主催の集客イベントも同様の対応を要請
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県民の皆さんへの要請②

③公共施設（スポーツ・文化活動施設）の貸出条件・管理の強化
➢県管理施設の宣言期間中に利用する新規予約の受付停止

市町管理施設にも同様の対応を要請

Èă ȅ ǋǒ Ǟ ǌǾǵǡȅ ǂÉ

➢県管理施設の入場制限の徹底。特に混雑時の入場制限の強化

市町管理施設にも同様の対応を要請

④高齢者への感染を防ぐ対策の強化・徹底

➢入所型の高齢者施設に検査キット10万個配布

⑤新みきゃん割の新規予約受付の停止
➢９月以降延長になった場合（国が検討中）も

９月１６日までは新規予約受付を停止
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県民の皆さんへの要請③

◇保健・医療ひっ迫への理解と協力

○症状に応じた適切な医療受診及び

救急車の適正な利用を
➢基礎疾患がない２０代～４０代の方は、発熱等の症状が

あっても、市販薬（解熱剤等）を服用するなど自宅で静養を

○保健・医療の負担を軽減する新たな取り組みの利用を

➢２０～４０代で、重症化リスクの低い軽症の方は、

「陽性者登録センター」（8/26～運用開始）

➢自己検査等で陽性となった無症状の方は、

「自主療養届出システム」

➢陽性確定診断を受けた自宅療養中の方は、

「自宅療養者医療相談センター」
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県民の皆さんへの要請④

○早期のワクチン接種を

➢高齢者は、重症化リスクを防ぐため、ワクチンの種類を

問わず４回目接種を

➢５～11歳のワクチン接種は、日本小児科学会も推奨して

おり、接種の前向きな検討を
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【３回目ワクチン接種による発症予防効果】

※8/17国立感染症研究所公表

３回目接種した人は、接種していない人に比べ、

ＢＡ.５に感染して発症するリスクが低下

・接種後１４日から３か月までで６５％

・３か月以降でも５４％



コロナ病床拡充の状況

最大確保病床数
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ＢＡ.５の
検出割合 17.4% 40.7% 75.8% 88.2% 89.2%
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ＢＡ.５の検出状況及び陽性者数（全年代・70歳以上）の推移
【以降参考資料】
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「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み①
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➢症状に応じた適切な医療受診
・自己検査等で陽性となった方で、重症化リスクの低い軽症・

無症状の方は、陽性者登録センターを利用

¤ ƿ Ʒ Ǣ  ¤ Ǣ ǊǙ═ ȅ ǎǍ 

ǚƵǿǣ  ǡ Ǟ

・特に、基礎疾患がない20代～40代の方は、発熱等の症状があっても、

市販薬（解熱剤等）を服用するなど自宅で静養を

¤ ƿ Ǌǒ Ǣ  ℓּט ǞǢ ═ ȤɜȨº

Ǟ

¤ ȅ ǌǾ Ǣ  ȅ

◇保健・医療を守るための対策

ü ¥401 È8/9 ÉĤ ２１ È422床È8/23 ÉÉ

ă ǡŮ È9/16ǱǚÉ Ǧ12 È9/30ǱǚÉȅ ǳ
ü ȤɜȨºǡ◖ È8/26 É
ü ═ ȤɜȨºǡ◖ È8/1 É

【病床の確保・自宅療養のフォロー体制の整備】



ǡ ȅ Ǆǒ

Ô ═ Õ

ǡƵǾ ȖȬȱ

〇愛媛県陽性者登録センター（８月２６日運用開始）

診療・検査医療機関のひっ迫を回避するため 
ɓȢȘǡטּ Ʒ Ǣ ȅ  ȅ ǾǆǛǝǂ

Ǟ ǅǾ「愛媛県陽性者登録センター」を委託により設置¡
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１ 概要（利用の流れ）

２ 対象者（県内在住者）
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限りある医療資源を有効活用するための医療機関受診及び救急利用に関する
４学会声明（2022年8月2日）
～新型コロナウイルスにかかったかも？と思った時にどうすればよいのか～
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※４学会（日本感染症学会等）声明に基づき作成

・症状が軽い
╦ȆǓǽ ǬǒǽǚǀǾ
ƿ ǊǂǝƷ
ǚ ƿ Ʒ

・65歳未満で基礎疾患や
妊娠がない

・表情、外見
ƿ ǼƾǞℓƷ
ƿ ǞǝǖǙƷǾ
Ƿ ƿƷǗǵǛ┴ƹ
ƿƽƾǊƷ
ƿ ǂǝǖǒ

・息苦しさ等
Ǟ Ǌǂǝǖǒ

ǚ Ǌ ƷǒǓǄǚ
ǊƷ
ǡ ǲƿƵǾ
ǞǝǿǝƷיִ
ǼǝƷǛ ƿǚǀǝƷ
ǚ ȅǊǙƷǾ

・意識障害
≥ ƿƽƾǊƷÈ≥ ƿǝƷÉ

・症状が重い
ƿ╦ǴǝƷ

ǃǖǒǽǊǙ ǄǝƷ
ƿ ǊƷ
ƿ Ʒ
ǚ ƿℓƷ
ǚ ƿℓǂƵǷǊǙǵ

ƽǈǱǼǝƷ

・37.5℃以上の発熱が
４日以上続く

・65歳以上
・65歳未満で基礎疾患あり
・妊娠中
・ワクチン未接種

○休日・夜間は無理して医療
機関を受診せず、心配であ
れば、平日の日中に受診

○医療機関へ相談、受診
（オンライン診療を含む）

○救急車をためらわない

※判断に迷う場合はかかりつけ医への相談や、救急相談センター（♯8000）などを活用

【参考】



「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み②
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➢無症状者の自主療養届出システムの活用

¤ ǚ ƿוֹ Ǚǵ  ǡ Ǣ  ǊǙ

═ ȅ ǎǍ  ǚ È Éȅ

◇保健・医療を守るための対策

○留意事項
¤保険金請求等の根拠資料に使用することはできません。
¤ ǡ  検査日から７日間を経過するǱǚǢ できるだけ自宅で療養をお願いします¡
¤ Ǟ ƿ ǒ Ǣ 必要に応じて医療機関を受診してください¡

Ƿ
ǚ ƿוֹ ǒ

ǡƹǔ

「無症状の方」

ꜛ︠
ЄІГЭ

¤ Èוֹ É
¤
¤
¤
¤
¤
¤
¤ È É

① Ｗｅｂフォームに入力し送信

②「届出証」出勤可能予定日等
記載されたメールを返信

【システムの概要】



➢ファーストタッチ（医療機関の陽性診断の届出後、保健所から

翌日までに陽性者に連絡し、直接状況を聞き取り）の

対象者を重症化リスクの高い方(※)に重点化
'ă(
¤65 ∙ ǡ ǡ Ƿ ╣ɓȢȘטּ ȅ ǌǾ   ǡ
¤═ ƾǼ ƿƵǖǒ

➢重症化リスクの低い方には、ＳＭＳ（ショートメール）

ȅ Ǌ、保健所から療養中の留意事項を連絡。疫学調査等は実施しない。

（準備が整った保健所から切り替え）

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み③
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電話連絡(ＳＭＳも併用)で
・聞き取り調査

・療養中の留意事項説明

重点観察対象者

ὲ ψӺ ṐḩτϢϥὲῴḢ╔

ＳＭＳ(ショートメール)で
・療養中の留意事項を送信

６５歳未満の重症化リスクの低い方

健康状態のセルフチェック

保健所

ă ƾǼ ǚ



○ドコモ、ａｕ、楽天回線

「０５０-５４９０-７０３５」

○ソフトバンク回線

「２４３０５６」

ὲ Υ βϥͨͨ͢ˢЄд˔ЕЮ˔иˣ ‹
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➢次の番号からのＳＭＳは、保健所からの
重要なお知らせ。
通知があった方は必ず確認を。

※陽性の連絡を受けて、３日過ぎてもＳＭＳが

届かない場合は、お住いの管轄保健所に連絡を。



○会食ルールの強化
①同一テーブル４人以下、テーブル間の移動なし
概ね２時間以内、認証店を推奨

②１週間以内に感染リスクの高い行動をとった方や、

体調のすぐれない方は、絶対に出席しない・させない

③無料検査も積極的に活用を

④参加者全員の連絡先を一元的に把握

⑤飲酒を伴う会食は特に注意

⑥会食参加後は、周囲への二次感染に注意

⑦普段顔を合わせない親族や友人等との会食は、

事前に無料検査を活用するなど特に注意

⑧職場等身近な範囲で陽性が確認された場合は、

接触が軽くても、念のため会食に参加しない

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み④
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◇感染回避のための更なる対策の強化 È 24 9 É



○イベント対策の徹底・強化

【県が関与する集客イベント】

➢ワクチン接種（※）又は陰性の確認など感染対策の
徹底を前提とし、規模の縮小や内容を見直し。
可能なものは延期や中止
※３回目接種、又は３回目接種から５か月以上経過した

接種対象者は４回目

・市町や民間主催の集客イベントも同様の対応を要請

※集客イベント：式典、会議、講演会（セミナー、研修）

シンポジウムは除く

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み⑤

È 24 9 É
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➢主催者は、
・不特定多数が集まるイベントは、酒類の提供や露店の出店

なども含め、コロナ前よりも規模、内容等を縮小・見直し

・三密回避対策の強化と参加者への効果的な呼び掛けを徹底
È   ǽ  ≥ ǝǜÉ

➢参加者は、
・イベント参加時の感染回避行動を徹底
Èȍɂɜȱ Ǟ░ ȅ Ǌǒ╦ǲ ǷȔɒȓȚ ǢǊǝƷǝǜÉ

➢市町は、地域の感染状況を考慮し、
・地域イベントの総点検、主催者との感染対策の協議や

注意喚起、参加者への呼び掛けを依頼
È ǞƽƷǙǵ Ǜ Ǌ ȍɂɜȱǡ ǽ ȅ É

・計画段階で対策が十分徹底できない場合は、

更に縮小又は中止を働きかけ

・主催者と協力し、対策内容を参加者に見える形で周知

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み⑥
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○地域のスポーツ・文化活動の対策強化

➢県立学校の部活動停止の統一基準等（※）の準用
（※）主な内容

【部活動関係者の陽性が確認された場合の対応】

・陽性者が、発症日等前２日間の内に感染リスクの高い状態で参加

していた場合、最終参加日の翌日から活動停止（３日間程度）

・更に、陽性者等が確認された場合は活動停止期間を延長

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な取り組み⑦
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○公共施設（スポーツ・文化活動施設）の貸出条件・管理の強化
➢県管理施設の宣言期間中に利用する新規予約の受付停止

※感染対策を講じた興行に類するものを除く

・市町管理施設にも同様の対応を要請

➢県管理施設の入場制限の徹底。特に混雑時の入場制限の強化

・市町管理施設にも同様の対応を要請

➢県武道館等の県管理施設の管理者は、

「活動停止の統一基準等」の遵守を許可条件に追加

・市町管理施設にも同様の対応を要請

È 24 9 É
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「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の主な要請内容等①
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◇県民の皆さんへの要請等

○適正受診への協力
・自己検査等で陽性となった方で、重症化リスクの低い軽症・

無症状の方は、陽性者登録センターを利用

・休日・夜間の混雑緩和のため、症状が軽い場合は、

心配であれば、平日・日中に受診

・特に、基礎疾患がない20代～40代の方は、発熱等の症状が

あっても、市販薬（解熱剤等）を服用するなど自宅で静養を

○ワクチン接種の促進
・親子接種、予約なし接種、夜間接種等の活用

・５～11歳のワクチン接種は、日本小児科学会も推奨しており、

接種の前向きな検討を

○感染対策の徹底
・特に会食、イベント、地域のスポーツ・文化活動の対策強化への協力

È ∟ É

È 24 9 É

È ∟ É
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22

◇県民の皆さんへの要請等

○高齢者への感染を防ぐ対策の強化・徹底

・ワクチンの種類を問わず早期の４回目接種

※ファイザーは９月末まで追加供給なし。モデルナとファイザー

いずれも効果に差はない

・入所型の高齢者施設に検査キット10万個配布

・高齢者等の重症化リスクの高い方や同居家族の方は、

混雑した場所への出入りを控えるなど感染リスクの回避を徹底

・普段顔を合わせない高齢の親族等と会う方は、事前に陰性を確認

○感染に不安を感じる無症状の方は無料検査を受検
※期間延長：８月31日まで ⇒ ９月30日まで

○防災の観点を含め、３日分程度の水や食料、
市販薬等を備蓄 È 24 9 É

È ∟ É

È 24 9 É

È 24 9 É

È 24 9 É
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◇事業者の皆さんへの要請等

○イベント対策の徹底・強化

○従業員の休暇や職場復帰の際に「陽性証明」
「陰性証明」等の提出を求めない

○無料検査等で陽性となった無症状の従業員が療養
できるよう自主療養システムへの協力を

È 24 9 É

◇市町への要請

○イベント対策の徹底・強化（市長、町長が先頭に立って

対応するよう市長会長、町村会長に依頼済）

○公共施設（スポーツ・文化活動施設）の貸出条件・管理の強化

○ワクチン接種の加速化に向けた取り組みの強化

È 24 9 É

È 24 9 É

È ∟ É





├ṍḧ ͐ ͔Ὦ͎͏ (ᴲ)˙͕Ὦ͍͒ (Ỳ)

ṍḧ ˮḇ ὕᵞṍ˙ ὕᵞṍḧ˙˯（愛媛県ＢＡ.５医療危機宣言）

ᾉ χ
ᵧήϭϒχ

˲ ˳
̓ԁ ϋρϤΥḇ ├Ϭếϛο
̓ ρχ χṐᵓϬᾚϣβθϛꜛϣ“ ᾢϬ
̓ ρᵓΞ Ϟ ΤΪϥ ψπΦϥιΪטṍϬ
̓ḇ ├χ
ʾ τᵓ ʺϱЦрЕʺ ӽχІЪ˔Бʾ ᴟᶨ χ ├ếᴟϒχẸ
̓‰ ϒχḇיּ Ϭ Ω ├χ
ʾмϼЎрχ Ϭ ϩγ ṍχ͐ᵕ ˢẸ Ӣ ˣ
ʾ ἷχ‰ ☼יּ τᾁ₰ϺАЕ10 ᾤ
ʾ‰ יּ χ ᴟзІϼχ‰Μ Ϟ ạᴪ χ ψʺ₤╛ΰθ ϒχ

ϤϬΏΠϥσςʺḇ зІϼχᵕ ρ
ʾ ḺϬ›ϩδσΜ‰ χ ρᵓΞ ψʺⱧ τԛ Ϭᶎ
̓ ←χḢ Ϝḯϛʺ͏ χ Ϟ ʺ◕ Ϭ
̓ᵓ и˔иχếᴟ
ʾᵓ χ Ӫˢ ԁГ˔Уи͐ ӟᴞʺГ˔Уиḧχӱ σΰʺᵵφ͎Ⱳḧӟ ʺ Ϭ ˣ

ʾ͍ ḧӟ τḇ зІϼχ‰Μ“ Ϭρμθ Ϟʺ χβΩϦσΜ ψʺ
τ ΰσΜʾήδσΜˢⱧ τ︠℗ּי Υ γᶎ Ϭˣ

ʾ ᾁ₰Ϝ ớ τᶨ Ϭ
ʾᵓ Ϭ“Ξ ›ψʺ╥ᴥּי Ԍχ χԁᾕ σ Ӄ
ʾԐ Ϭ Ξᵓ ψ τ Ӫ
ʾᵓ ╥ᴥῇψʺ Ӥϒχ ⱳḇ τ Ӫ
ʾ ḺϬ›ϩδσΜ Ϟ ρχᵓ ψʺⱧ τ ᾁ₰Ϭᶨ βϥ
σς τ Ӫ

ʾ ựσ Ӥπʺ Υᶎ ήϦθ ›ψʺ ΥὖΨοϜʺ
χθϛᵓ τ╥ᴥΰσΜ

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の要請内容等①
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ᾉ χ
ᵧήϭϒχ

˲ ˳
̓ϱЦрЕ ├χ ʾếᴟ
̓ ӽχІЪ˔Бʾ ᴟᶨ χ ├ếᴟ
ʾᾉ ᶘ χ ᶨ ♁χ ԁṁ χ

̓ḇ τ ӗϬḇαϥ χ ψ ᾁ₰Ϭ ᾁˢ͕Ὦ30 Ϙπˣ

̓ˮ͑νχ ˯χ Ӫ
˲Ẹ Ӣ ˳
̓ ϒχẸ
̓мϼЎр χ
̓ԁ χꜛ ψẐϛσΜΥʺᾉᵰᴁ τψ Ӫ
̓ḊṓχӂΜ₤╛ΰθ σςʺḇ зІϼχ‰Μ ϒχ ϤψΏΠο

ⱧỘּיχ
ᵧήϭϒ
χ

˲ ˳
̓Ộ ϹϱЖжϱрχ ︢
̓Гйм˔ϼϞⱲ₯ Ỡ χ
̓BCPˢỘ Ὃ ὓᵊˣϬ├ ʾ ᾁ ΰʺỘ Ὃ Ϭ ϥάρ
̓ϱЦрЕ ├χ ʾếᴟ
̓ ỘԌχẈᴭϞ ṑχ∑τˮ ˯ʺˮԛ ˯ χ ϬẐϛσΜ
̓ Υ Ϙϥ πχḇ ├χ
ʾ ṛ ẁ☼ πχ ΰθḇ ├χם“ˢ ʾ ˣ

ʾ ᴞ Ϥ ϞТ˔ЖЀ˔Е χḇ ├
̓‰ ☼יּ ʺᶘ ʾ Ӿ χḇ ├χếᴟ
̓Ԑ πχḇ ├χ
˲Ẹ Ӣ ˳
̓ ᾁ₰ π ρσμθ χ ỘԌΥ πΦϥϢΞꜛ︠ ЄІГЭ
ϒχẸ Ϭ
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◕ ϒχ

˲ ˳
̓ϱЦрЕ ├χ ʾếᴟ
ʾ◕ χ ẁϱЦрЕψʺмϼЎр ψԛ χᶎ σςḇ ├χ Ϭ

ρΰʺṛ χ Ϟ Ϭᾋ ΰʻᴦ σϜχψטṍϞ ♁
ʾ ӽϱЦрЕχ ᾁʺ︠℗ּיρχḇ ├χẸṳϞ Ӫ᷾Ṟʺ
╥ᴥּיϒχᾦόᶝΪϬӢ
̞ᾉτΣΜοϜ◕ ρ ὀΰʺϱЦрЕχᾋᵕϤ Ϭם☼

ʾ◕ ψὓᵊ ᵬπ ├Υ πΦσΜ ›ψʺ τ ψ ♁Ϭ
ΦΤΪ

ʾ︠℗ּיρẸ ΰʺ ├ Ϭ╥ᴥּיτᾋΠϥἹπ
̓῝Ặ☼ ˢІЪ˔Бʾ ᴟᶨ ☼ ˣχ ὯʾḚ χếᴟ
̓мϼЎр χᴥ ᴟτΰΪθ︡Ϥ ϙχếᴟ

ϱЦрЕ
ᵫ℗ ᾢ

˲ ˳
̓Ộ ϹϱЖжϱрχ ︢
̓ ᾢʿ5,000 ψ Ԍ50̋ӟ χΜγϦΤ ΦΜ
̓ᴒ ʿ σΰ100̋ʺ ΚϤ50̋
̞ḇ ♁├ЎϴАϼзІЕϬ⌠ ʾ῝ ˢθιΰʺḇ ♁ӗ ὓᵊϬ├ βϥ ›Ϭ Ψˣ

「愛媛県BA.5 医療危機宣言」の要請内容等③
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ϱЦрЕḩἰ

̓ᾉ︠℗χ︠℗ϱЦрЕψḇ ♁ ├Ϭԁ χ
̞ϱЦрЕχṛ Ϟם☼ τᴂαοʺᵫ℗Ϭ
̓ᾉΥḩ βϥ ẁϱЦрЕ
ʾмϼЎр ψԛ χᶎ σςḇ ├χ Ϭ ρΰʺṛ χ
Ϟ Ϭᾋ ΰʻᴦ σϜχψטṍϞ ♁

˲ ˳
̓◕ Ϟ ḧ︠℗χ ẁϱЦрЕϜ χ ᴂϬ
̓ ӽχϱЦрЕ
ʾ︠℗ּיψʺ Υ ϘϥϱЦрЕψʺ χ ằϞ χ σςϜ
ḯϛʺЀкЗ ϢϤϜṛ ʺ Ϭ ʾᾋ ΰ
╣ ᵕ ├χếᴟρ╥ᴥּיϒχ῟ᴮ σᾦόᶝΪϬ

ʾ╥ᴥּיψʺϱЦрЕ╥ᴥⱲχḇ ᵕ “ Ϭ
ʾ◕ ψʺ ӽϒχḇ ệϬ― ΰʺ ӽϱЦрЕχ ᾁʺ︠℗ּיρχ
ḇ ├χẸṳϞ Ӫ᷾Ṟʺ╥ᴥּיϒχᾦόᶝΪϬӢ ˢ™Ἷˣ
̞ᾉτΣΜοϜ◕ ρ ὀΰʺϱЦрЕχᾋᵕϤ Ϭם☼ˢ™Ἷˣ

ʾ◕ ψὓᵊ ᵬπ ├Υ πΦσΜ ›ψʺ τ ψ ♁Ϭ ΦΤΪˢ™Ἷˣ
ʾ︠℗ּיρẸ ΰʺ ├ Ϭ╥ᴥּיτᾋΠϥἹπ ˢ™Ἷˣ

Ԑ
˲Ẹ Ӣ ˳
̓ Ϭ ϛʺ₤╛Υ ήϦϥ℗ΰχᵫ℗ψΏΠο

ʿ ʾṜ ϱЦрЕʺ ṛ О˔Гϰ˔

♅☼ χ
ᵓ ᾢ

̓☼ χ Ϭ ϘΠʺ☼ χ χϜρπם☼
̓ τ‰ ☼יּ τΣΜοψʺ ᵓּי Ԍχԛ Ϭᶎ βϥσς
ḇ ├Ϭ
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ᶘ ᶨ
χ ᾢ

̻ễӾᶨ ̼
̓ЫІϼ ϬΰσΜ ệπχ Ϭ Ξᶨ ψớ ΏΠϥ
̓ⱪ Υ Ψ ›βϥἹ πχ  “Ⱨψʺ ẍχϜχψם☼Ϭטṍβ
ϥϕΤʺם☼ Ϭ  βϥσς τ ᴂ
̓ ᵰῖ ψʺᾉ ʾᾉᵰρϜτʺ Ϟ ʺ Ϭ᷈ӛΰʺᾗ
ΰοם☼
ˬ ᶨ ˭
̓ ♯›Ϟ› ψʺᾉ ʾᾉᵰρϜτʺ ӡ ᵓϒχ╥ᴥΥὨ ΰο
Μϥ ›Ϟ͍ΤὮӟ τ῝꜠ ϒχ╥ᴥϬ ΰοΜϥ ›τᾢ

ᶘ χ
Ӫ᷾Ṟ

ˬ ᶘʾ ᶘ  ˭
̓ᶘ χḇ зІϼτ Ӫ

ᾉḚ ☼

̓ᾉḚ ☼ χ ᾠṍḧ τ βϥ ṛ χ ♁
◕ Ḛ ☼ τϜ χ ᴂϬ
ˢ̞ḇ ├Ϭ„αθọ“τ βϥϜχϬ Ψˣ
̓ᾉḚ ☼ χ ᾢχ ʻ τ₤╛Ⱳχ ᾢχếᴟ
◕ Ḛ ☼ τϜ χ ᴂϬ
̓ ӽІЪ˔Бʾ ᴟᶨ πχ Ẩᴦχ Ὧτˮᶨ ♁χ ԁṁ ˯
Ϭ ᴥ

ζχ
̓ ϙΦϝϭᶤ
ʾ ṛ χ ♁
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イベント等開催制限

次の人数上限及び収容率を満たすこと
ただし、

感染防止安全計画を策定する場合
（5,000 人超かつ収容率50 ％超）

人数
上限

5,000 人又は収容定員50 ％以内の
いずれか大きい方

収容定員まで

収容率

大声なし 100 ％以内
（※）大声あり 50 ％以内

ẑ

大声なし 100 ％以内

ẑ
ṕ Ṗ

条件

○「感染防止策チェックリスト」を作成し、公表（原則
HP掲載やSNS等客観的に確認可能なかたちでの
公表）するとともに、イベント終了日から１年間保
管する

○問題が発生（クラスター発生、感染防止策の
不徹底等）した場合は、「イベント結果報告書」を
県に提出する

○「感染防止安全計画」を策定し、イベント開催2週間
前までに県に提出する

○イベント終了後、１か月以内に「イベント結果報告
書」を県に提出する。ただし、問題が発生（クラス
ター発生、感染防止策の不徹底等）した場合は、
直ちに提出する

COCOA
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